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*推奨ロータリー・クラブ細則
 ロータリー・クラブ細則

255

１条、２条、３条

第１条　定義 
1.	 理事会：本クラブの理事会 
2.	 理事：本クラブの理事会メンバー 
3.	 会員：名誉会員以外の本クラブ会員 
4.	 RI：国際ロータリー 
5.	 年度：７月１日に始まる12カ月間 

第２条　理事会 
本クラブの管理主体は本クラブの会員  名により成る理事会とする。すなわち、	
会長、副会長、会長エレクト（または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー）、
幹事、会計、および会場監督である。理事会の裁量により、本細則第３条第１節に基づい
て選挙された  名の理事および直前会長を加えることができる。 
第３条　理事および役員の選挙
第１節　役員を選挙すべき会合の１カ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対
して、会長（次々年度）、副会長、幹事、会計、および  名の理事を指名するこ
とを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会また
は出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を利
用することを決定したならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなけ
ればならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載さ
れて年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会
長、幹事、および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投
票の過半数を得た  名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものと
する。前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものとし、その選挙
後の次の7月1日に始まる年度に、会長ノミニーのまま理事会のメンバーを務め、理事会のメ
ンバーを務めた年度直後の７月１日に、会長に就任するものとする。会長ノミニーは、会長と
して就任する前の年度の７月１日に、会長エレクトの役職名が与えられるものとする。
第２節 選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選
挙によって決定した次年度理事会は、１週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督
を務める者を選任しなければならない。 
第３節 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべ
きものとする。
第４節 役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決
定によって補填すべきものとする。

*�注：本細則は単に推奨されるにすぎない。従って、ロータリー・クラブは、標準ロータリー・クラブ定款、
RI定款、RI細則、およびロータリー章典と矛盾しない限り、クラブ自身の事情に応じて変更することができ
る。疑問のある場合は、その変更案をRI事務総長に提出してRI理事会の審議を乞わなければならない。



第４条　役員の任務 
第１節　会長　本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常そ
の職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。 
第２節　会長エレクト　理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会に
よって定められる任務を行うことをもって会長エレクトの任務とする。 
第３節　副会長　会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を
務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。 
第４節 幹事　会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会およ
び委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、全会
員の人頭分担金および半期報告を提出した７月１日または１月１日よりも後にクラブ会員に
選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年１月１日および７月１日現在の半期会員
報告、会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わな
ければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の
購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもっ	
て幹事の任務とする。
第５節 会計　すべての資金を管理保管し、毎年１回およびその他理事会の要求あるごと
にその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会計の任務とす
る。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あら
ゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。 
第６節 会場監督　通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって
定められる任務を行うことをもって会場監督の任務とする。 
第５条　会合
第１節　年次総会　本クラブの年次総会は毎年  に開催されるものとする。
そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。

注：標準ロータリー・クラブ定款第６条第２節は、「役員を選挙するための年次総会は、（中略）毎年12月
31日までに開催されなければならない」と規定している。） 

第２節　本クラブの毎週の例会は  曜日  時に開催するもの
とする。
例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全員に然るべく通告され
なければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員（または標準ロータリー・	
クラブ定款の規定に基づき、出席を免除された会員）を除き、例会の当日、その出席または
欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会
に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは
標準ロータリー・クラブ定款第９条第１節と第２節の規定によるものでなければならない。
第３節　会員総数の３分の１をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。 
第４節　定例理事会は毎月  に開催されるものとする。臨時理事会は会長
がその必要ありと認めたとき、または２名の理事から要求があるとき、会長によって招集さ
れるものとする。ただし、その場合然るべき予告が行われなければならない。 
第５節 理事の過半数をもって理事会の定足数とする。 
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第６条　入会金および会費 
第１節　入会金は  とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、
標準ロータリー・クラブ定款第11条の規定に該当する場合はこの限りではない。
第２節 会費は年額  とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は各会員の
RI公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年２回７月１日および１月１日に納入
すべきものとする。 
第７条　採決の方法 
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、*口頭による採決
をもって処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理
することを決定することができる。

（*注：口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する。）

第８条　四大奉仕部門 
四大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それ
はクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕である。本クラブは、四大奉仕部門の各部
門に積極的に取り組むこととする。 
第９条　委員会 
クラブ委員会は、四大奉仕部門に基づいた年次目標および長期目標を実行する責務を担
う。会長エレクト、会長直前会長は、指導の継続性と計画の一貫性を図るよう協力すべき
である。継続性を保持するため、可能であれば、委員会委員が同じ委員会を３年間務める
よう任命すべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するた
めに委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は、同
委員会の委員としての経験を有していることが推奨される。常任委員会は次の通り任命さ
れるべきものとする。

•	 会員増強委員会 
		 �この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するも
のである。 	  

•	 クラブ広報委員会 
		 �この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プ
ロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものである。

•	 クラブ管理運営委員会 
		 この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。 
•	 奉仕プロジェクト委員会 
		 �この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育
的、人道的、および職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものである。  

•	 ロータリー財団委員会 
		 �この委員会は、寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画
を立て、実施するものである。

その他、必要に応じて特別（アドホック）委員会を設けることができる。 
	(a)	 �会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に
付随するあらゆる特典を持つものとする。
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	(b)	 �各委員会は、本細則によって付託された職務および会長または理事会が付託する
事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除
き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動を起こしては
ならない。

	(c)	 �それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の
仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理事会に報告するも
のとする。

注：上記の委員会構成は、地区リーダーシップ・プランおよびクラブ・リーダーシップ・プランに沿ったもので
ある。クラブは、その奉仕と親睦のニーズを満たすために必要な委員会を設置する裁量権を持つ。そのよう
な任意の委員会の見本一覧は、「クラブ委員会の手引き」に記載されている。クラブは必要に応じて、独自の
委員会構成を立案することができる。） 

第10条　委員会の任務 
会長は、自らの就任年度の諸委員会の任務を定め、見直すものとする。各委員会の任務を
発表するにあたり、会長は適切なRI資料を参照するものとする。奉仕プロジェクト委員会
は、その年度計画を立てるにあたり、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の部門を考慮に入れ
ることとする。
各委員会は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の

下に、年度中その実施に当たるものとする。会長エレクトは、上述の通り、ロータリー年度
の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、担当職務、目標、計画を理事会に提
示するべく準備するために、必要な指導を行うという主要な責務がある。 
第11条　出席義務規定の免除 
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は
出席義務規定の免除が与えられ、一定期間に限り本クラブの例会出席を免除される。 

注：このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし、本クラブに対して
その会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を
免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づい
て認められた欠席は、本クラブの出席記録に算入されない。） 

第12条　財務 
第１節　各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければ
ならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事
会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。予算は２つの部分に分け
られるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予
算である。
第２節　会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなけれ
ばならない。クラブ資金は２つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉
仕プロジェクトに関する資金である。
第３節　すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとす
る。ただし、これは他の２名の役員または理事が承認した場合のみとする。 
第４節　すべての資金業務処理は、毎年１回有資格者によって全面的な検査が行われる
ものとする。
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第５節　資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために
理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するも
のとする。
第６節　本クラブの会計年度は７月１日より６月30日に到る期間とし、会費徴収の目的の
ために、これを７月１日より12月31日に至る期間および１月１日より６月30日に至る期間の
二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は、毎年７月１日およ
び１月１日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。
第13条　会員選挙の方法 
第１節　本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本ク
ラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属して
いた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別
段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。
第２節　理事会は、その被推薦者が標準ロータリー・クラブ定款の職業分類と会員資格
の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。 
第３節　理事会は、推薦書の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これを
クラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。 
第４節　理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的お
よび会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対
し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類
をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。 
第５節　被推薦者についての発表後７日以内に、理事会がクラブ会員（名誉会員を除く）
の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場
合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に
選ばれたものとみなされる。 
理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、こ

の件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承
認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、
クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第６節　このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対し
て会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事
が新会員に関する情報をRIに報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援
助する会員を１名指名し、同新会員をクラブ・プロジェクトまたは役目に配属する。 
第７節　クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会
員を選ぶことができる。 
第14条　決議 
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案
も審議してはならない。かかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議
に付することなく理事会に付託しなければならない。
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第15条　議事の順序 
開会宣言
来訪者の紹介
来信、告示事項、およびロータリー情報
委員会報告（ある場合） 
審議未終了議
新規議事 
スピーチその他のプログラム
閉会
第16条　改正 
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の３分の２の賛成投票によっ
て改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に
各会員に郵送されていなければならない。標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、
細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
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第１条　当法人の目的
第1.1項　目的　当法人の目的は、法人設立定款に記載されている通りとする。
第２条　構成員
第2.1項　構成員　当法人の構成員は１種類とし、これは「法人会員」として指定された
唯一の構成員から成るものとする。初めの法人会員は、イリノイ州の非営利法人の国際	
ロータリー、または、合併、商号変更によるその後継者とする。何らかの理由で、法人会員
の地位に欠員が生じた場合は、当法人の管理委員会が新たに法人会員を選ぶものとする。
第2.2項　選挙と任命　毎年、法人会員は、任期の満了した管理委員の後任委員と、欠員
が生じた場合それを埋める管理委員を任命するものとする。法人会員による、このような
決定は、年次会合において行われるものとする。
第2.3項　決議方法　法人会員は、本項にこれと異なる規定のある場合を除き、その理事
会の過半数の投票によって決議を行うものとする。法人会員の１名の役員により署名され
た、投票事項が明記された書面を法人の委員長または事務総長に通達して行う。
第2.4項　法人会員の承認を必要とする事項　法人会員は管理委員会の次のような決定
を承認しなければならない。
	(a)	 財団の財産の全支出。ただし、次のものを除く。

	 (i)	 財団の管理運営に必要な経費 	 	
	 (ii)	 �贈与または遺贈という条件で指示されている財団寄付の収益または元金の支

出、両者とも管理委員会の承認のみで十分とする。 	
	(b)	法人設立定款または細則の改正または修正
	(c)	 当法人の実質上あらゆる資産の合併、解散、売却、リース、交換、抵当、質入れ
	(d)	 �設立定款に掲げた目的のため、提案された当法人のプログラム、プロジェクト、活
動のすべてについて、その発表または資金拠出前に。

第2.5項　法人会員の責務　法人会員は次の責務を負うものとする。
	(a)	 �国際ロータリーの役員とすべてのロータリアンに、直接参加と財政的貢献を通じ
て、財団のプログラム、プロジェクト、活動を支援するよう奨励すること。さらに、ク
ラブ、地区、国際レベルの会合、指導力養成、教育プログラム、出版物を通じて、
財団のプログラム、プロジェクト、活動を推進すること。

	(b)	 �財団の新プログラム、プロジェクト、活動を管理委員会に提案すること。
第３条　管理委員会
第3.1項　総括的権限　当法人の理事は、管理委員とする。当法人の全業務は、管理委員
会によって処理される。ただし、特定の事項は、第２条第2.4項に述べられているように法
人会員の承認を受けなければならない。当法人の業務を処理するに当たっては、管理委員
会は、1986年のイリノイ州の一般的非営利財団法または米国イリノイ州の採択する継承
法によって現在、または以後認められるすべての権限を行使することが認められている。



ただし、この権限は、法人定款に述べられている法人の目的を遂行する場合において、ま
た、1986年の米国国内歳入法の第501項（c）（3）とその改正において記述される法人の
身分に合致したうえで、初めて行使することができる。管理委員会は、次の具体的任務を
負うものとする。
	(a)	 �財団のあらゆる資金と財産を保管し、投資し、運用し、管理すること。この責務の
遂行に当たって、法令または本細則によって別に認められている権能のほかに管
理委員会は、次のことをする権限を有する。

	 (ⅰ)	 �これら財産の全部または一部を、管理委員会が最善と考える価格および条件
で売却し、賃貸し、譲渡し、もしくは交換すること。

	 (ⅱ)	 �管理委員会が必要または適切と考える、そして法律上許される、委任状の発
行、代理権の賦与、または契約の締結を行うこと。

	 (ⅲ)	 �管理委員会が財団資金の投資として適当と考える貸付、証券、または不動産に
投資、再投資すること。

	 (ⅳ)	 �管理委員会によって受け入れられる金銭または財産が財団の全般的目的を
達成するための、使途を指定されていない資金として保管されるべきか、また
は、特定の目的を達成するための、使途を指定された資金または基金資金とし
て保管されるべきかを決定し、支出または損失を管理委員会が正当かつ公正
と考えるところに従って使途の指定された、または指定されていない資金に負
わせ割り当てること。

	 (ⅴ)	 �適当な代理人を選びこれを雇用すること。これには当法人の資金の管理と投
資について管理委員会が適切と考えかつ管轄の法が許容する権限を委任さ
れる投資マネージャーが含まれる。そして、それに対して適正な手当および報
酬を支払うこと。

	 (ⅵ)	 �財団のプログラム、プロジェクト、活動の予算、割当額を採択すること。
	 (ⅶ)	 �法人会員の理事会から経費を支給されない場合、管理委員会の費用を含む、

財団運営に必要とされる全経費を財団の資金から支出すること。
	(b)	 �被信託者として設定されたとしても、法人に代わってその地位を評価、受諾、拒否
すること。州法または国法において、かつ、またその下に、法律上有効な被信託者
としての権限を行使すること、その際イリノイ州信託および被信託人法およびほか
の関係イリノイ州法の下に被信託人に与えられた、すべての権限が無条件に含まれ
る。法律上の権限を有するか、被信託者その他の法人に代わって決定する場合、
財産、資金またはほかの配当や法定利子の譲渡またはそれらに関して拒否、許
可、保留すること。

	(c)	 �共同出資金などの投資の提携を創設、管理、運営あるいは参加すること。
	(d)	 �財団のあらゆるプログラム、プロジェクトまたは活動を、管理すること。ただし、管
理委員会と法人会員が、財団の特定のプログラム、プロジェクトまたは活動を、管
理委員会の代行者としての法人会員によって、または、両者の協力によって、管理
すると合意した場合を除く。

	(e)	 �財団が資金を調達しているプログラム、プロジェクト、活動をすべて継続的基準で
評価すること。財団が授与する奨学金と補助金すべてについて年１回法人会員に
報告すること。
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	(f)	 �ロータリー財団を推進し、それに関する情報を配布すること。財団を支援した個
人、ロータリー・クラブ、その他に対して、適切な形で表彰すること。

	(g)	 �財団の新プログラム、プロジェクトまたは活動を開発・創始する一次的な責任を負
うこと。

	(h)	 �世界のいかなる国または地域においても、関係下部組織、ほかの慈善法人、財
団、信託または同種の組織を設立または提携すること。

	(i)	 �法人会員理事会の提出した、財団に関するRI定款細則の改正案と財団に関する
決議案を、法人会員の規定審議会で審議する前に、審議、承認すること。ほかの
関係者がこのような改正案と決議案を提出したならば、法人会員理事会と管理委
員会は、RI規定審議会の審議に先立って、このような改正について合同で審議す
るものとする。

	(j)	 �管理委員会が必要または適切と考える財団管理の追加規定と規則を採択、改正
すること。ただし、このような規定と規則は、RIの定款細則または法人設立定款お
よび本細則に矛盾してはならないものとする。

第3.2項　人数、任命、任期　管理委員の数は15名とする。管理委員は、法人会員の理事
会の同意を得て、法人会員の会長が任命するものとする。管理委員のうち４名は、法人会員
の元会長とする。管理委員の任期は４年とする。管理委員は、管理委員として任期満了後再
任命されることができる。ただし、本条本項および第3.3項に掲げた、管理委員の資格条件
を満たしていなければならない。死亡、辞任、解任、資格欠如を除き、各管理委員は、自分
が選ばれた任期中または後任の人が選ばれ、適格となるまで在任するものとする。
第3.3項　資格条件　管理委員は、ロータリー・クラブの名誉会員以外の会員でなければ
ならない。各管理委員は、豊富なロータリー経験を有し、特に財務と財団の支援している
活動分野において管理職および方針決定の経験あるロータリアンでなければならない。
管理委員は、世界各地から選ばれなければならない。
第3.4節　辞任　管理委員は、管理委員会の会合で口頭で辞任してもよいし、当法人の事
務総長宛に辞表を提出してもよい。その辞任は、正式に受理されなくとも意思表示したと
きに発効するものとする。
第3.5項　解任　本条第3.3項に掲げる資格を満たすことのできなかった管理委員は、そ
の時点で自己の地位を失うものとする。そして、その失格を発効させるために、法人会員ま
たは残りの管理委員の決議をさらに必要としない。本項に従って自己の地位を失った管理
委員は、本条第3.6項により後任者と交代する。管理委員会と法人会員の判断で、管理委
員がその任務を十分遂行できないとされたとき、その判断を下した時点で、その管理委員
は、管理委員としての役職を失い、本条第3.6項に規定されるように後任が任命されるも
のとする。然るべき十分な理由がある場合、全管理委員と当該管理委員（聴聞の機会を与
えられるものとする）に通知後、法人会員理事会の４分の３の票によって、管理委員を罷免
できる。このような罷免は、RIの次期国際大会における過半数の投票によって理事会決定
が承認された後、効力を発する。
第3.6項　欠員　死亡、辞任、資格欠如、任務遂行不能、罷免により管理委員に欠員が生
じた場合は、本条第3.2項に明記された手続により、法人会員が残存任期を務める人を任
命する。後任の管理委員は、すべての権限と自由裁量を有し、前任者に与えられている任
務と同一の任務を負うものとする。
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第3.7項　委員長　管理委員会は、毎年、管理委員の１人を次年度の委員長エレクトとし
て選ぶ。委員長エレクトは、委員長エレクトを務めた年度の翌年に委員長を務めるものと
する。委員長の死亡、辞任、任務遂行不能、罷免の場合は、委員長エレクトが残存任期を
務めるものとする。
第3.8項　報酬　管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。
第４条　管理委員会の会合
第4.1項　年次会合　財団管理委員会の年次会合は、管理委員会の定める、イリノイ州内
外の場所と時で開かれるものとする。管理委員会と法人会員理事会は、必要かつ望ましけ
れば、相互に都合のよい時と場所で、合同会合を開いてもよい。
第4.2項　ほかの会合　管理委員会の委員長によって、または管理委員の過半数が残りの
管理委員に書面で通知することによって、随時、管理委員会の会合を招集するものとする。
第4.3項　会合の通知　書面によって放棄しない限り、管理委員会のすべての定例会合
の時（期日と時刻）と場所の書面によるまたは印刷された通知書は、会合の日付の少なく
とも30日前までに、各管理委員の住居または通常の事業所に郵送されるか、会合の日付
の少なくとも20日前までに、直接配達、電信、また電話の方法によって伝えられるものと
する。臨時会合の通知は、会合の日付の少なくとも10日前までに郵送するか、会合の少な
くとも６日前までに、直接配達、電信、電話によって伝えられるものとする。会合に管理委
員が出席することは、通知の義務手続の不処理を容認し、放棄することに相当する。ただ
し、会合が合法的に招集、開催されていないという理由で事務処理に反対するという明確
な目的のために特に出席した場合はこの限りでない。
第4.4項　定足数と決議方法　その時点において資格を備え活動している管理委員の過
半数が、管理委員会のどの会合においても業務処理の定足数となる。管理委員会の決議
を必要とする事項は、出席する管理委員の過半数の投票で決定することができる。ただ
し、規則や本細則にこれと異なる規定がある場合はこの限りでない。定足数が不足してい
る場合、出席している管理委員の過半数で、さらに通知することなく、定足数が出席する
まで会合を延会することができる。延会の場合、会合の通知を出すには及ばない。
第4.5項　非公式な決議　管理委員会の会合でそのような決議をすることもできるが、決
議は、その件について投票資格のある管理委員全員が、その事項が記載されている書面
による同意書に署名したならば、会合がなくても決定することができる。事務総長は、主
題が既存の方針の範疇に属すときは郵便投票の書式を送る権限を有するものとする。主
題が既存の方針以外のものの場合、管理委員会の委員長は、その件を郵便投票で処理す
るか、次の管理委員会の会合まで持ち越すか決定する権限を有するものとする。
第4.6項　電話による会合　管理委員会は、会合に参加している全員が互いに意見を交
換できるような電話またはほかの通信手段を使って、その会合で発言し、決定することが
できる。このような会合への参加は、参加している人または人たちが会合に直接出席して
いるものとみなされる。
第4.7項　議長　管理委員会の委員長は、管理委員会のすべての会合の議長を務める。
委員長、委員長エレクトまたは副委員長が不在の場合は、管理委員会は、管理委員の中か
ら暫定委員長を選ぶことになる。
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第５条　当法人の役員
第5.1項　役職　当法人の役員は、管理委員会の委員長（「委員長」）、委員長エレクト、
副委員長、事務総長とする。
第5.2項　選挙、任期、報酬　委員長エレクトと副委員長は、毎年管理委員会によって選
ばれるものとする。委員長エレクトは副委員長に選ばれる資格はないものとする。委員長エ
レクトと副委員長の任期は、選挙後の７月１日に開始される。委員長エレクトに選ばれた
管理委員は、その任期を１年間務めた翌年、委員長の任期を１年間務めるものとする。副
委員長に選ばれた管理委員は、１年間の任期を務めるものとする。事務総長は、法人会員
の理事会によって選ばれ、法人会員の事務総長と同一人とする。死亡、辞任、任務遂行不
能、資格欠如、解任を除き、各役員は、自己の任期または後任の人が選ばれ、適格となる
まで在職する。委員長、委員長エレクトと副委員長は無報酬とし、事務総長の報酬は法人
会員が決めるものとする。
第5.3項　辞任　役員は、委員長宛の書面で辞任することができる。その辞任は、正式に
受理されなくとも意思表示したときに発効するものとする。
第5.4項　解任　委員長、委員長エレクトまたは副委員長は、管理委員会の会合で管理委
員によって理由の有無にかかわりなく解任できる。事務総長は、法人会員の理事会によっ
て解任できる。
第5.5項　欠員　委員長が空席となった場合は、副委員長が委員長の役職を引き継ぐも
のとする。その他の役職に欠員があった場合、このような役員を選出または任命する権限
のある人が後任者を選出または任命し、この後任者が残存任期を務めるものとする。
第5.6項　委員長　委員長は、当法人の最高の役員とし、次のことを行うものとする。
	(a) 	財団の第一の代弁者となる。
	(b)	管理委員会のすべての会合の議長を務める。
	(c)	 事務総長に助言する。
	(d)	委員長職に付随するその他の任務を遂行する。
委員長は、自己の権限の一部を当法人のほかの管理委員または役員に委任することが

できる。委員長は、すべての常任委員会と臨時委員会の委員を任命するものとする。委員
長は、すべての委員会の委員であり、可否同数のときのみ投票権を行使する。管理委員会
または執行委員会が開かれていないとき、または、容易に招集できないときで、その決定
がRI定款細則および財団の法人設立定款、本細則に合致している場合は委員長が管理
委員会に代わって緊急事項を対処できる。本項の規定に従って決定された緊急事項は、
決定が行われた10日以内に管理委員会に報告されなければならない。
第5.7項　委員長エレクト　委員長エレクトは次のことを行うものとする。
	(a)	 管理委員長となる翌年の任期の計画を立て、それに備える。
	(b)	委員長または管理委員より指定されたその他の任務を務める。

第5.8項　副委員長　副委員長は、委員長によって権限を委任されたとき、または、何ら
かの理由で、委員長が任務を遂行できないとき、管理委員会の会合と会合の間委員長に
代わって行動するものとする。また、委員長または管理委員より指定されたその他の任務
を務めるものとする。
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第5.9項　事務総長　事務総長は、管理委員会と委員長の指示の下に、当法人の管理な
らびに財務を担当する最高責任者とする。また、管理委員会の方針を実行し、当法人の全
般的運営と管理の責任を負うものとする。
第5.10項　ほかの任務　当法人の数名の役員は、先に列記した任務のほかに、管理委員
会が随時委任、決定するところの、または、委員長またはほかの上級役員の委任するとこ
ろの任務を本細則に沿って実施し、権限を遂行するものとする。管理委員会に代わって行
動した役員は、誰であれ、次回の会合で、その行動を管理委員会に報告するものとする。
第６条　委員会
第6.1項　人数と任期　当法人の管理委員会は、各種委員会を設立するものとする。さら
に、当法人の最もためになる、と管理委員会が随時決定するところの委員会の任務と権限
を定めるものとする。委員の人数と任期は、管理委員会の決定する通りとする。ただし、い
かなる委員会も、当該委員会の委員の過半数が管理委員である場合を除き、法人の運営
において、管理委員会の権限を有することも、これを行使することもできない。
第6.2項　委員会構成　委員長がこのような委員会の委員とその小委員会を任命する。そ
して、各委員会と小委員会の委員長を指名する。各委員会は、少なくとも２名の管理委員
によって構成される。
第6.3項　会合　委員会と小委員会は、管理委員会の委員長の決定した時と場所で、通
知後、会合を開く。委員の過半数で定足数とする。定足数の出席している会合に出席して
いる委員の過半数による決議が委員会の決議とされる。
第6.4項　常任委員会　年次会合またはほかの会合に出席している管理委員の過半数に
よって、これと異なる規定がある場合を除いて、当法人は、執行委員会、財務委員会、プロ
グラム委員会、増進委員会、資金管理委員会を有する。各委員会は、管理委員会が随時定
める構成と任務をもつものとする。
第6.5項　臨時委員会　管理委員会の委員長は、随時、臨時のアドホック委員会を設置
し、その委員会の委員長と委員を任命する。この委員会には管理委員と管理委員以外の人
の両方またはいずれかが属す。管理委員は投票権を有し、管理委員以外の人は、管理委員
会委員長の裁量で投票権を有する委員であってもなくてもよい。
第７条　管理委員会と法人会員理事会との合同委員会
第7.1項　委員構成と任期　管理委員会と法人会員理事会との相互理解と協力を維持す
る手段として、管理委員会と法人会員理事会の合同委員会が設置され、継続されるものと
する。この委員会は、法人会員３名ないし５名と同数の管理委員によって構成されるものと
する。合同委員会の構成員となる理事は法人会員の会長によって任命され、同管理委員
は管理委員会委員長によって任命される。合同委員会の委員は、１年を任期とし、再任さ
れることができる。
第7.2項　権限　委員会は、管理委員会と理事会相互に関心のある事項を審議できる。そ
して、管理委員会と法人会員理事会との承認を求めて、勧告意見を提出する権限を有する。
第7.3項　会合　委員会は法人会員の会長と管理委員会委員長との合同招集によって開
催される。
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第7.4項　欠員　管理委員会の委員長と法人会員の会長は、それぞれ、自分の任命した
委員の死亡、辞任、任務遂行不能、解任、資格欠如によって生じた欠員を埋める権限を有
するものとする。
第7.5項　通知　書面によって放棄しない限り、すべての委員会の時（期日と時刻）と場
所の通知書は、会合の少なくとも30日前までに、各管理委員の自宅または通常の事業所
に郵送されるか、または、会合の少なくとも20日前までに、直接配達、電信、電話によって
伝えられるものとする。委員が会合に出席することは、通知の放棄に相当する。ただし、会
合が合法的に招集、開催されていないという理由で事務処理に反対するという明確な目
的のために特に出席した場合はこの限りでない。
第7.6項　定足数と決議方法　合同委員会委員に任命された財団管理委員と法人会員理
事のそれぞれの過半数がどの会合においても業務処理の定足数となる。定足数に達して
いる会合に出席している委員の過半数の決議が合同委員会の決議とされる。定足数が不
足している場合、出席している委員の過半数で、定足数が出席するまで随時会合を延会す
ることができる。延会の場合、会合の通知を出すには及ばない。
第８条　財務報告
第8.1項　帳簿と会計記録　管理委員会は当法人の受理したすべての財産が法人設立定
款に掲げられている目的にのみ使われるように財団の領収書、支出、投資、財産、ほかの
資産の正確な帳簿および記録をつけるようにしなければならない。
第8.2項　報告　管理委員会は、法人会員の理事会に対し、財団割当額の状況、ならび
に、財団の目的助長に利用できる金額を定期的に通知しなければならない。
第8.3項　監査　当法人は、運営費として、毎年、法人会員の会計監査に雇われた会計監
査役を、財団の会計監査に従事させるものとする。事務総長は、管理委員会と法人会員理
事会に監査報告を配布しなければならない。さらに、この報告を、事務総長が適切と考え
る方式で公表、配布させるようにしなければならない。
第8.4項　保証書　管理委員会は、財団の活動に従事する人に対する保証書の必要性と
金額を決め、このような保証書の費用について、財団の運営予算の中で配慮しておかなけ
ればならない。
第8.5項　会計年度　当法人の会計年度は、法人会員の会計年度と同一とする。
第8.6項　予算　毎年、管理委員会は、次の会計年度の予算を採択するものとする。管理
委員会は、その予算を必要に応じて、次の会計年度において改訂することができる。
第8.7項　法人会員による業務に対する支払　財団は、管理委員会が法人会員に要請し
たすべての運営およびほかの業務に要した費用を法人会員に支弁する。管理委員会が財
団の年間予算を採択したとき、事務総長は、このような業務の費用見積書を提出する。管
理委員会は、この見積書に従って、会計年度中、随時、その費用を前払いする。余剰または
不足のいずれにせよ、見積と、業務遂行によって生じた実費との間に差のあることが判明
した場合、会計年度末における財団と法人会員の会計監査と検査の後に、適宜調整する。
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第９条　雑則
第9.1項　補償　1986年イリノイ州一般的非営利財団法、または米国イリノイ州の採択す
る継承法があれば、その法律、すなわち、同法の関係補償規定により認められた限度ま
で、財団は現および元管理委員と役員のすべてに補償するものとする。さらに、財団は、管
理委員会の承認を得て、上記の一般的非営利財団法の下に認められた限度まで、財団の
委員会委員または代理人にも補償できる。財団は、財団管理委員会の随時定める限度ま
で、その役員と管理委員の補償をするために保険にも加入するものとする。
第9.2項　印章　当法人の印章は、管理委員会が随時採択するような形をとるものとする。
第9.3項　補助金授与の方針　次の人は、財団からいかなる奨学金も補助金も授与され
る資格はない。
	(a)	 �ロータリアン、ただし、管理委員会の認める全ボランティア奉仕についてはこの限り
でない。

	(b)	 �クラブと地区とほかのロータリー関係の組織と国際ロータリーの職員。
	(c)	 �前記（a）項と（b）項の配偶者、直系親属（血縁による子または孫、入籍している
養子）、尊属（血縁による両親または祖父母）。

第9.4項　細則改正　本細則は、管理委員会が必要に応じて、適時に改正できるように随
時検討することができる。管理委員会によるこのような改正の承認を得ると、法人会員理
事会の承認を得るために同理事会に提出するものとする。細則の改正は、法人会員理事会
の承認が得られ次第、効力を発するものとする。しかし、法人会員の定款または細則の規
定と矛盾する細則は、RIの規定審議会から承認されるまで効力を発しないものとする。
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1983年５月31日申請の 
国際ロータリーのロータリー財団 

法人設立定款抜粋
名称　当法人の名称は、国際ロータリーのロータリー財団である。
目的　本法人は、人道的かつ教育的目的、または1954年国内歳入法第501項（c）（3）も
しくは以後の連邦租税法の関連規定に定められ、かつ、法人会員の承認したほかの目的
と目標のためにのみ組織され、常に運営されるものとする。この目的の中には博愛、慈善、
教育または人道的という特質をもつ実質的かつ効果的なプログラムの促進を通じて、さま
ざまな国の国民の間に理解と友好関係を助長することが含まれるが、これらに限定される
ものではない。
収入と資産の用途
	(a)	 �当法人の資産または純収益の一部といえども当法人の理事、管理委員または役
員、私人の利益に帰してはならないものとする。ただし、当法人は、なされた奉仕
の適正な報酬の支払を含め、前述の目的を助長する場合は、支払と分配を行うこ
とができる。当法人は、本条のほかの規定にもかかわらず、（ⅰ）1954年国内歳入
法501項（c）（3）（または将来の米国国内歳入法の関係規定）の下に、連邦所得税
を免除された法人によって、（ⅱ）1954年国内歳入法第170項（c）（2）（または将来
の米国国内歳入法の関係規定）の下に、寄付金を控除できる法人によって、遂行
することが認められないようなほかの活動を遂行しないものとする。

	(b)	 �当法人は活動の一部といえども立法に影響を及ぼそうとする宣伝その他を行うも
のではない。当法人は、公職の候補者に代わって政治的キャンペーン（声明の発
表、配布も含まれる）に参加してはならない。

	(c)	 �当法人が解散、終結すると直ちに、その借金および負債を支払うか、支払う準備を
したあと、その資産のすべて（当法人が解散するような場合、返還、譲与、譲渡を
条件として本財団に譲渡された資産を除く）は、1954年国内歳入法501項（c）（3）
または以後の連邦租税法の関連規定に述べる単一または複数の団体を律する法
律に従って、当法人の法人会員が決めた前述の一つまたはそれ以上の目的のため
に譲与、譲渡されるものとする。

法人会員　当法人の構成員は1種類とし、これは「法人会員」として指定された唯一の構
成員から成るものとする。法人会員の選出方法は細則に定めるものとする。法人会員は、
規則によって必要とされる事項に加えて、当法人の理事（管理委員を指す）を任命すると
いう権限を有する。法人設立定款および細則は、法人会員の承認なしに変更されないも
のとする。法人会員の承認を得るために提出しなければならないほかの事項については細
則に定められている。




